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(57)【要約】
【課題】処置具の交換作業を容易に行うことができる構
成を具備する処置具挿通具を提供する。
【解決手段】被検体内に挿入される内視鏡１に取り付け
られ、被検体を処置する処置具３１～３４を被検体内に
挿入させる処置具挿通具２０であって、処置具３１～３
４を被検体内に案内するチューブ２１と、内視鏡１の挿
入部２が被検体内に挿入された際、挿入部２の被検体外
に位置する部位２ｚに着脱自在であるとともに、チュー
ブ２１の一端側に設けられチューブ２１への処置具３１
～３４の挿通口となる案内部本体２２と、処置具３１～
３４に取り付けられるとともに、案内部本体２２に対し
て着脱自在なスライダ４１～４４と、を具備する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被検体内に挿入される挿入機器に取り付けられ、前記被検体を処置する処置具を前記被
検体内に挿入させる処置具挿通具であって、
　前記処置具を前記被検体内に案内する処置具案内部と、
　前記挿入機器の挿入部が前記被検体内に挿入された際、前記挿入部の前記被検体外に位
置する部位に着脱自在であるとともに、前記処置具案内部の一端側に設けられ前記処置具
案内部への前記処置具の挿通口となる案内部本体と、
　前記処置具に取り付けられるとともに、前記案内部本体に対して着脱自在な処置具操作
部と、
　を具備することを特徴とする処置具挿通具。
【請求項２】
　前記案内部本体に対し、複数の前記処置具にそれぞれ取り付けられた前記処置具操作部
が選択的に着脱自在であることを特徴とする請求項１に記載の処置具挿通具。
【請求項３】
　前記処置具操作部は、前記処置具に対して着脱自在であるとともに、前記処置具に取り
付けられた状態で前記案内部本体に着脱自在であることを特徴とする請求項１に記載の処
置具挿通具。
【請求項４】
　前記処置具操作部の外表面に第１の係合部が設けられ、
　前記案内部本体に、前記第１の係合部が嵌入自在な第２の係合部が設けられていること
を特徴とする請求項１に記載の処置具挿通具。
【請求項５】
　前記第１の係合部は、前記処置具操作部の前記外表面に設けられた突起であり、
　前記第２の係合部は、前記案内部本体に設けられた、前記処置具案内部が前記処置具を
案内する長手方向に沿って延出する第１のスリットと、前記第１のスリットに連続し前記
長手方向に対して角度を有する第２のスリットとを具備していることを特徴する請求項４
に記載の処置具挿通具。
【請求項６】
　前記第２の係合部は、前記案内部本体に設けられたスリット及び該スリットに形成され
た複数の溝であり、
　前記第１の係合部は、前記処置具操作部の前記外表面に設けられた前記スリットに嵌入
自在であるとともにいずれか１つの前記溝に嵌入自在な突起であることを特徴とする請求
項４に記載の処置具挿通具。
【請求項７】
　前記第２の係合部は、前記案内部本体に設けられたスリットであり、
　前記第１の係合部は、少なくとも一部が弾性変形することにより前記スリットに嵌入自
在な前記処置具操作部の前記外表面に設けられた突起であることを特徴とする請求項４に
記載の処置具挿通具。
【請求項８】
　前記処置具案内部は、他端側が前記挿入機器の処置具挿通路に接続されるチューブであ
り、
　前記チューブは、前記処置具を前記処置具挿通路を介して前記被検体内に案内すること
を特徴とする請求項１に記載の処置具挿通具。
【請求項９】
　前記処置具案内部と前記案内部本体との境の内部には、前記処置具が通過する孔を有す
るとともに前記処置具案内部から前記案内部本体に液体が移動することを抑制する膜が設
けられていることを特徴とする請求項１に記載の処置具挿通具。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
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【０００１】
　本発明は、被検体内に挿入される挿入機器に取り付けられ、被検体を処置する処置具を
被検体内に挿入させる処置具挿通具に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、被検体内に挿入される挿入機器、例えば内視鏡は、医療分野において広く利用さ
れている。
【０００３】
　医療分野において用いられる内視鏡は、細長い挿入部を被検体となる体腔内に挿入する
ことによって、体腔内の臓器を観察したり、必要に応じて内視鏡が具備する処置具挿通路
に挿入した処置具を用いて体腔内の臓器の対象部位（以下、処置対象部位と称す）に対し
て各種処置をしたりすることができる。
【０００４】
　尚、体腔内の観察を行う際は、術者は、内視鏡画像を観察しながら、例えば右手で内視
鏡の挿入部を把持して挿入部の各種操作を行うとともに、左手で内視鏡の操作部の各種操
作を行う手技が一般的である。
【０００５】
　また、体腔内の処置対象部位の処置を行う際は、術者は、右手を一旦挿入部から離した
後、右手で処置具を把持して、操作部に設けられた処置具挿通路の挿通口を介して処置具
挿通路に処置具を挿入し、該処置具を挿入部の先端に形成された処置具挿通路の先端開口
から被検体内に突出させて各種処置を行う手技が一般的である。
【０００６】
　ここで、体腔内の処置対象部位に対して処置具を用いて各種処置を行う際、適切な処置
を行うためには、術者は内視鏡画像を観察しながら処置対象部位に対して挿入部の先端位
置及び処置具の先端位置を微調整する必要が生じる。
【０００７】
　ところが、上述したように、術者は、右手で挿入部の各種操作と処置具の各種操作とを
選択的に行うことから、処置対象部位に対する挿入部の先端位置及び処置具の先端位置の
微調整を同時に行うことが難しいといった問題があった。
【０００８】
　また、上述したように、術者は、右手で行う処置具の各種操作を挿入部から右手を離し
て行わなければならないため、処置対象部位に対する処置具の先端位置の微調整を行って
いると、処置対象部位に対する挿入部の先端位置がずれてしまうといった問題もあった。
【０００９】
　このような問題に鑑み、特許文献１には、操作部に設けられた処置具挿通路の挿通口に
一端が着脱自在なチューブ状の処置具案内部と、該処置具案内部の他端に設けられるとと
もに挿入部の被検体外に位置する部位に着脱自在な案内部本体とを具備した、処置具を被
検体内に挿入させる処置具挿通具が開示されている。
【００１０】
　特許文献１に開示された処置具挿通具においては、案内部本体が挿入部の被検体外に位
置する部位に装着され、処置具案内部の一端が処置具挿通路の挿通口に装着された状態に
おいて、処置具が案内部本体、処置具案内部を介して処置具挿通路に挿入され、挿入部先
端の先端開口から被検体内に突出された状態において、術者は、右手で挿入部を把持した
まま右手で案内部本体に固定されたスライダ等の処置具操作部を用いて処置具の位置調整
を行うことができるため、右手のみで処置対象部位に対する挿入部の先端位置及び処置具
の先端位置の微調整を同時に行うことができる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１１】
【特許文献１】国際出願公開ＷＯ２０１３／０６５５０９号公報
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【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１２】
　ところで、特許文献１に開示された処置具挿通具を用いて処置対象部位に対して処置を
行う際、処置具挿通路及び処置具挿通具に対して複数の処置具を選択的に挿抜したり、１
つの処置具を複数回挿抜したりする場合がある。即ち、処置具の交換作業が生じる場合が
ある。
【００１３】
　しかしながら、特許文献１に開示されている処置具挿通具においては、案内部本体に固
定された処置具操作部が、処置具に対してラチェットやチャック等で固定される構成のた
め、複数の処置具を選択的に挿抜する場合や、１つの処置具を挿抜する際、処置具から処
置具操作部を装脱する作業が別途必要となり、処置具の交換作業が煩雑であるといった問
題があった。
【００１４】
　本発明は、上記問題点に鑑みなされたものであり、処置具の交換作業を容易に行うこと
ができる構成を具備する処置具挿通具を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１５】
　上記目的を達成するため本発明の一態様における処置具挿通具は、被検体内に挿入され
る挿入機器に取り付けられ、前記被検体を処置する処置具を前記被検体内に挿入させる処
置具挿通具であって、前記処置具を前記被検体内に案内する処置具案内部と、前記挿入機
器の挿入部が前記被検体内に挿入された際、前記挿入部の前記被検体外に位置する部位に
着脱自在であるとともに、前記処置具案内部の一端側に設けられ前記処置具案内部への前
記処置具の挿通口となる案内部本体と、前記処置具に取り付けられるとともに、前記案内
部本体に対して着脱自在な処置具操作部と、を具備する。
【発明の効果】
【００１６】
　本発明によれば、処置具の交換作業を容易に行うことができる構成を具備する処置具挿
通具を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】第１実施の形態の処置具挿通具を内視鏡とともに示す図
【図２】図１の処置具挿通具の一部の断面を、処置具操作部が取り付けられた処置具の一
部とともに示す図
【図３】図２の処置具挿通部内において処置具案内部と案内部本体との間に膜が設けられ
た変形例を示す部分断面図
【図４】第２実施の形態の処置具挿通具の一部を、処置具操作部が取り付けられた処置具
の一部とともに示す図
【図５】図４中の処置具挿通具の一部を、図４中のV方向からみた側面図
【図６】図４の突起の形状の変形例を処置具操作部とともに示す図
【図７】第３実施の形態の処置具挿通具の一部の断面を、処置具操作部が取り付けられた
処置具の一部とともに示す図
【図８】第４実施の形態の処置具挿通具の一部を、処置具操作部が取り付けられた処置具
の一部とともに示す図
【図９】図８の第２の係合部が、スリットと該スリットに形成された複数の凸部から構成
された変形例を、処置具挿通具の一部及び処置具操作部が取り付けられた処置具の一部と
ともに示す図
【図１０】図８の第２の係合部が、スリットと該スリットに形成された１つの凸部から構
成された変形例を、処置具挿通具の一部及び処置具操作部が取り付けられた処置具の一部
とともに示す図
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【図１１】図８のスリットの形状の変形例を、処置具挿通具の一部とともに示す図
【図１２】図１１のスリットに嵌入自在なスライダの突起の形状の変形例を示す図
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　以下、図面を参照して本発明の実施の形態を説明する。尚、以下に示す実施の形態にお
いて、挿入機器は、内視鏡を例に挙げて説明する。
【００１９】
（第１実施の形態）
　図１は、本実施の形態の処置具挿通具を内視鏡とともに示す図、図２は、図１の処置具
挿通具の一部の断面を、処置具操作部が取り付けられた処置具の一部とともに示す図、図
３は、図２の処置具挿通部内において処置具案内部と案内部本体との間に膜が設けられた
変形例を示す部分断面図である。
【００２０】
　図１に示すように、挿入機器である内視鏡１は、被検体内に挿入される挿入部２と、該
挿入部２の基端側に連設された操作部３と、該操作部３から延出されたユニバーサルコー
ド８と、該ユニバーサルコード８の延出端に設けられたコネクタ９とを具備して主要部が
構成されている。尚、コネクタ９を介して、内視鏡１は、制御装置や照明装置等の外部装
置と電気的に接続される。
【００２１】
　操作部３に、挿入部２の湾曲部２ｗを上下方向に湾曲させる上下用湾曲操作ノブ４と、
湾曲部２ｗを左右方向に湾曲させる左右用湾曲操作ノブ６とが設けられている。
【００２２】
　さらに、操作部３に、上下用湾曲操作ノブ４の回動位置を固定する固定レバー５と、左
右用湾曲操作ノブ６の回動位置を固定する固定ノブ７とが設けられている。また、操作部
３には、既知の各種操作スイッチ等が設けられている。
【００２３】
　尚、操作部３に設けられた各種ノブ４、６、７、レバー５、各種スイッチ等は、例えば
術者の左手によって操作される。
【００２４】
　挿入部２は、先端側から順に、先端部２ｓと湾曲部２ｗと可撓管部２ｋとを具備して構
成されており細長に形成されている。尚、挿入部２は、例えば術者の右手によって操作さ
れる。
【００２５】
　尚、上述とは反対に、挿入部２の各種操作が術者の左手で行われ、操作部３の各種操作
が術者の右手で行われても構わない。
【００２６】
　湾曲部２ｗは、上下用湾曲操作ノブ４や左右用湾曲操作ノブ６の回動操作により、例え
ば上下左右の４方向に湾曲されることにより、先端部２ｓ内に設けられた図示しない撮像
ユニットの観察方向を可変したり、被検体内における先端部２ｓの挿入性を向上させたり
するものである。さらに、可撓管部２ｋは、湾曲部２ｗの基端側に連設されている。
【００２７】
　また、挿入部２及び操作部３内には、処置具挿通路１０が設けられている。処置具挿通
路１０は、一端が先端部２ｓの先端面に先端開口１０ａとして開口されており、他端が操
作部３に挿通口１０ｂとして開口されている。
【００２８】
　尚、その他の内視鏡１の構成は、一般的な内視鏡の構成と同じであるため、その詳しい
説明は省略する。
【００２９】
　処置具挿通具２０は、内視鏡１に取り付けられ、被検体内を処置する処置具３１～３４
のいずれかを、被検体内へと挿入させるものである。
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【００３０】
　尚、本実施の形態においては、処置具が４本の場合を例に挙げて示しているが、処置具
は、１本でも４本以外の複数本であっても構わない。
【００３１】
　処置具挿通具２０は、処置具案内部であるチューブ２１と、案内部本体２２と、処置具
操作部であるスライダ４１～４４のいずれかとを具備して主要部が構成されている。
【００３２】
　チューブ２１は、処置具３１～３４のいずれかを被検体内に案内するものであり、例え
ばテフロン（登録商標）等の樹脂から構成されている。
【００３３】
　具体的には、チューブ２１は、他端が内視鏡１に設けられた処置具挿通路１０の挿通口
１０ｂに接続自在であり、接続後、案内部本体２２内からチューブ２１内に挿入された処
置具３１～３４のいずれかを、処置具挿通路１０を介して先端開口１０ａから被検体内に
突出させて被検体内に案内するものである。
【００３４】
　案内部本体２２は、図１～図３に示すように、チューブ２１の一端側に設けられている
とともに、内部に処置具３１～３４が通過するとともにスライダ４１～４４のいずれかが
装着されるチューブ２１の内部の空間２１ｉに連通する空間２２ｉを有し、該空間２２ｉ
の基端が空間２１ｉへの処置具３１～３４のいずれかの挿通口２２ｐを構成している。
【００３５】
　尚、図３に示すように、チューブ２１の空間２１ｉと案内部本体２２の空間２２ｉとの
境に、処置具３１～３４のいずれかが通過する孔５０ｈを有する膜５０が設けられていて
もよい。
【００３６】
　膜５０は、孔５０ｈに、処置具３１～３４のいずれかが通過された状態において、被検
体内が大気圧よりも圧力が高いことによって体外に向かって被検体内の液体を排出しよう
とすることに伴い、処置具挿通路１０を介して空間２１ｉから空間２２ｉへと液体が移動
してしまうことを抑制する。
【００３７】
　このことによれば、後述するように、処置具３１～３４に設けられたスライダ４１～４
４のいずれかを操作して処置具３１～３４の先端位置の微調整をしている最中や処置具を
交換するときに、挿通口２０ｐを介して被検体内の液体が体外に漏れ出てしまうことを膜
５０により防止することができる。
【００３８】
　よって、孔５０ｈの径は、処置具３１～３４のいずれかの外径よりも小径である必要が
ある。このことにより、膜５０は、処置具３１～３４のいずれかの外周面に密着して液密
を維持する。即ち、膜５０は、液密部材として機能する。
【００３９】
　また、案内部本体２２は、図１に示すように、挿入部２が被検体内に挿入された際、挿
入部２の可撓管部２ｋにおける被検体外に位置する、例えば１点鎖線で囲った部位２ｚに
着脱自在となっている。尚、案内部本体２２は被検体外に位置する部位２ｚに装着された
後は、部位２ｚから位置がずれてしまうことがないよう構成されている。
【００４０】
　さらに、図２に示すように、案内部本体２２に対し、挿通口２２ｐ及び空間２２ｉに連
通する第２の係合部であるスリット２２ｓが形成されている。尚、スリット２２ｓは、案
内部本体２２に対し、チューブ２１が処置具３１～３４のいずれかを案内する長手方向Ｎ
に沿って形成されている。
【００４１】
　図１に示すように、スライダ４１～４４は、それぞれ処置具３１～３４に対して事前に
取り付けられるものであり、案内部本体２２の空間２２ｉに対して着脱自在となっている
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。
【００４２】
　尚、スライダ４１～４４は、それぞれ処置具３１～３４に対して着脱自在であっても構
わない。また、以下、スライダ４１～４４の構造は、スライダ４１を例に挙げて説明する
。さらに、処置具３１～３４は、処置具３１を例に挙げて説明する。よって、スライダ４
１の構造は、スライダ４２～４４の構造にも適用され、処置具３１の構造は、処置具３２
～３４にも適用される。
【００４３】
　具体的には、図２に示すように、スライダ４１は、外表面４１ｇに第１の係合部である
突起４１ｔが設けられており、突起４１ｔがスリット２２ｓに嵌入自在なことにより、処
置具３１に事前に取り付けられた状態で案内部本体２２の空間２２ｉに着脱自在となって
いる。
【００４４】
　尚、案内部本体２２にスライダ４１が装着された状態においては、処置具３１が、空間
２１ｉ及び空間２２ｉに挿入され、スライダ４１が空間２２ｉに挿入され、スリット２２
ｓに突起４１ｔが嵌入される。また、この状態においては、図１に示すように、処置具３
１の先端３１ｓは、先端開口１０ａから被検体内に突出されている。
【００４５】
　この状態において、術者は、内視鏡画像を観察しながら、例えば右手で挿入部２を把持
した状態で、長手方向Ｎに沿って右手で突起４１ｔをスリット２２ｓ内において前後に移
動させることにより、被検体内に突出された処置具３１の先端側の位置を微調整すること
ができる。さらに、同時に、術者は、内視鏡画像を観察しながら、右手で挿入部２の先端
部２ｓの先端の位置を微調整することができる。
【００４６】
　尚、案内部本体２２に対しては、複数の処置具３１～３４にそれぞれ取り付けられたス
ライダ４１～４４が選択的に着脱自在となっている。
【００４７】
　即ち、スリット２２ｓに対しては、スライダ４１～４４にそれぞれ設けられた突起４１
ｔ～４４ｔが選択的に嵌入自在となっている。
【００４８】
　尚、その他の処置具挿通具２０の構成は、従来と同じであるため、その説明は省略する
。
【００４９】
　このように、本実施の形態においては、スライダ４１～４４は、それぞれ処置具３１～
３４に事前に取り付けられていると示した。
【００５０】
　また、スライダ４１～４４は、処置具３１～３４のいずれかが空間２１ｉ及び空間２２
ｉに対して挿抜されることに伴い、それぞれ案内部本体２２に対して着脱自在であり、突
起４１ｔ～４４ｔは、それぞれスリット２２ｓに対して嵌入自在であると示した。
【００５１】
　さらに、挿入部２を右手で把持したまま、即ち、挿入部２の先端部２ｓの先端位置の微
調整が可能な状態でまたは先端位置を固定したまま、突起４１ｔ～４４ｔのいずれかをス
リット２２ｓ内において長手方向Ｎに沿って右手で前後操作することにより、処置具３１
～３４のいずれかの先端位置を微調整することができると示した。
【００５２】
　このことによれば、挿入部２を右手で把持したまま、処置具３１～３４の先端位置の微
調整を右手で行える構成を有する処置具挿通具２０において、空間２１ｉ及び空間２２ｉ
、処置具挿通路１０に挿入されている処置具を交換する際、予めスライダ４１～４４が処
置具３１～３４に固定されているとともに、スライダ４１～４４は、案内部本体２２に対
して着脱自在な構成を有していることから、従来のように、処置具の交換や挿抜の都度、
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スライダを処置具に対してラチェットやチャック等で固定したり取り外したりする必要が
ないため、処置具の交換作業を容易に行うことができる。
【００５３】
　以上から、処置具の交換作業を容易に行うことができる構成を具備する処置具挿通具２
０を提供することができる。
【００５４】
（第２実施の形態）
　図４は、本実施の形態の処置具挿通具の一部を、処置具操作部が取り付けられた処置具
の一部とともに示す図、図５は、図４中の処置具挿通具の一部を、図４中のV方向からみ
た側面図である。
【００５５】
　この第２実施の形態の処置具挿通具の構成は、上述した図１～図３に示した第１実施の
形態の処置具挿通具と比して、案内部本体に形成されるスリットの形状が異なる。
【００５６】
　よって、この相違点のみを説明し、第１実施の形態と同様の構成には同じ符号を付し、
その説明は省略する。
【００５７】
　図４、図５に示すように、本実施の形態においては、スリット２２ｓは、長手方向Ｎに
沿って延出する第１のスリット２２ｓ１、２２ｓ３と、該第１のスリット２２ｓ１に連続
し長手方向Ｎに対して角度を有する第２のスリット２２ｓ２とを具備して主要部が構成さ
れている。
【００５８】
　また、第２のスリット２２ｓ２の長手方向Ｎの幅Ｎ１は、突起４１ｔの長手方向Ｎの幅
Ｎ２よりも大きく設定されている（Ｎ２＜Ｎ１）。
【００５９】
　尚、その他の処置具挿通具２０の構成は、上述した第１実施の形態と同じである。また
、本実施の形態においても、スライダ４１～４４の構造は、スライダ４１を例に挙げて説
明し、処置具３１～３４の構造は、処置具３１を例に挙げて説明する。よって、スライダ
４１の構造は、スライダ４２～４４の構造にも適用され、処置具３１の構造は、処置具３
２～３４の構造にも適用される。
【００６０】
　このような構成においては、スライダ４１の突起４１ｔをスリット２２ｓに嵌入する際
、術者は、先ず、空間２２ｉにスライダ４１を挿入する際、案内部本体２２の長手方向Ｎ
の後方から第１のスリット２２ｓ３に突起４１ｔを嵌入させて長手方向Ｎの前方に進行さ
せ、その後、スライダ４１を回転させて突起４１ｔを第２のスリット２２ｓ２内において
進行させ、突起４１ｔを第１のスリット２２ｓ１に嵌入させる。
【００６１】
　この状態において、第１のスリット２１ｓ１内において突起４１ｔを長手方向Ｎの前後
に、第１のスリット２１ｓ１における先端２２ｓ１ａ、基端２２ｓ１ｂとの間において移
動させることにより処置具３１の先端位置の微調整を行う。尚、スリット２２ｓから突起
４１ｔを脱却する際は、術者は、上述と反対の操作を行う。
【００６２】
　よって、上述した第１実施の形態においては、スリット２２ｓは、挿通口２２ｐに連通
していたため、突起４１ｔの長手方向Ｎの後方への移動操作によりスリット２２ｓから突
起４１ｔが抜けてしまう可能性があった。一方、本実施の形態においては、スリット２２
ｓは、第２のスリット２２ｓ２を有していることから、長手方向Ｎに沿った第１のスリッ
ト２２ｓ１内における突起４１ｔの移動操作に伴い、意図せず第１のスリット２２ｓ１か
ら突起４１ｔが抜けてしまうことを確実に防ぐことができる。
【００６３】
　尚、その他の効果は、上述した第１実施の形態と同じである。
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【００６４】
　また、以下、変形例を、図６を用いて示す。図６は、図４の突起の形状の変形例を処置
具操作部とともに示す図である。
【００６５】
　上述した本実施の形態においては、スリット２２ｓの長手方向Ｎの幅Ｎ１は、突起４１
ｔの長手方向Ｎの幅Ｎ２よりも大きく設定されていると示した。即ち、突起４１ｔの幅Ｎ
２は、スリット２２ｓの幅Ｎ１よりも小さく設定されていると示した。
【００６６】
　これに限らず、図６に示すように、突起４１ｔを、軸４１ｔｂと該軸４１ｔｂの上端に
設けられた当接部４１ｔａとから構成し、軸４１ｔｂのみがスリット２２ｓを進行できる
よう、長手方向Ｎの幅Ｎ３が、スリット２２ｓの幅Ｎ１よりも小さく設定されていても構
わないことは勿論である（Ｎ３＜Ｎ１）。
【００６７】
　（第３実施の形態）
　図７は、本実施の形態の処置具挿通具の一部の断面を、処置具操作部が取り付けられた
処置具の一部とともに示す図である。
【００６８】
　この第３実施の形態の処置具挿通具の構成は、上述した図１～図３に示した第１実施の
形態の処置具挿通具、図４、図５に示した第２実施の形態の処置具挿通具と比して、案内
部本体に形成されるスリットの形状と突起の少なくとも一部が弾性変形する点が異なる。
【００６９】
　よって、この相違点のみを説明し、第１、第２実施の形態と同様の構成には同じ符号を
付し、その説明は省略する。
【００７０】
　図７に示すように、本実施の形態においては、スリット２２ｓは、先端２２ｓａと基端
２２ｓｂとを有するよう、長手方向Ｎに沿って孔状に形成されている。
【００７１】
　また、スライダ４１の突起４１ｔは、少なくとも一部が弾性変形することによりスリッ
ト２２ｓに嵌入自在に構成されている。
【００７２】
　尚、その他の処置具挿通具２０の構成は、上述した第１、第２実施の形態と同じである
。また、本実施の形態においても、スライダ４１～４４の構造は、スライダ４１を例に挙
げて説明し、処置具３１～３４の構造は、処置具３１を例に挙げて説明する。よって、ス
ライダ４１の構造は、スライダ４２～４４の構造にも適用され、処置具３１の構造は、処
置具３２～３４にも適用される。
【００７３】
　このような構成においては、スライダ４１の突起４１ｔをスリット２２ｓに嵌入する際
、術者は、先ず、案内部本体２２の空間２２ｉに対し、案内部本体２２の長手方向Ｎの後
方からスライダ４４を、挿通口２２ｐを介して挿入する。この際、突起４１ｔを弾性変形
させて処置具３１方向に押し縮めた状態で、前方にスライダ４１を進行させ、その後、突
起４１ｔをスリット２２ｓに嵌入させる。この際、突起４１ｔはスリット２２ｓにより押
し縮められていた状態が解除され元の状態に戻る。
【００７４】
　このスリット２２ｓに突起４１ｔが嵌入された状態において、スリット２２ｓ内におい
て、スリット２２ｓにおける先端２２ｓａ、基端２２ｓｂとの間において突起４１ｔを長
手方向Ｎの前後に移動させることにより処置具３１の先端位置の微調整を行う。尚、スリ
ット２２ｓから突起４１ｔを脱却する際は、術者は、上述と反対の操作を行う。
【００７５】
　このような構成においても、スリット２２ｓ内における突起４１ｔの移動操作に伴い、
意図せずスリット２２ｓから突起４１ｔが抜けてしまうことを確実に防ぐことができる。
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【００７６】
　尚、その他の効果は、上述した第１、第２実施の形態と同じである。
【００７７】
（第４実施の形態）
　図８は、本実施の形態の処置具挿通具の一部を、処置具操作部が取り付けられた処置具
の一部とともに示す図である。
【００７８】
　この第４実施の形態の処置具挿通具の構成は、上述した図１～図３に示した第１実施の
形態の処置具挿通具、図４、図５に示した第２実施の形態の処置具挿通具、図７に示した
第３実施の形態の処置具挿通具と比して、案内部本体に形成されるスリットの形状と、ス
ライダに設けられる突起の形状が異なる。
【００７９】
　よって、この相違点のみを説明し、第１～第３実施の形態と同様の構成には同じ符号を
付し、その説明は省略する。
【００８０】
　図８に示すように、本実施の形態においては、第２の係合部は、長手方向Ｎに沿って延
出するスリット２２ｓと、該スリット２２ｓに長手方向Ｎに沿って形成された複数の溝２
２ｍとから構成されている。
【００８１】
　また、スライダ４１に設けられた突起４１ｔは、スリット２２ｓに嵌入自在であるとと
もに、いずれか１つの溝２２ｍに係脱自在な凸部４１ｔｄを有している。
【００８２】
　尚、その他の処置具挿通具２０の構成は、上述した第１～第３実施の形態と同じである
。また、本実施の形態においても、スライダ４１～４４の構造は、スライダ４１を例に挙
げて説明し、処置具３１～３４の構造は、処置具３１を例に挙げて説明する。よって、ス
ライダ４１の構造は、スライダ４２～４４の構造にも適用され、処置具３１の構造は、処
置具３２～３４の構造にも適用される。
【００８３】
　このような構成によれば、突起４１ｔをスリット２２ｓに嵌入させた際、溝２２ｍのい
ずれか１つに凸部４１ｔｄを係止させることにより、処置具３１の先端の位置を、例えば
予め定められたピッチで容易に調節することができる。即ち、処置具３１の進退量を定量
的に制御することができる。
【００８４】
　尚、その他の効果は、上述した第１～第３実施の形態と同じである。
【００８５】
　また、本実施の形態においては、複数の溝２２ｍのいずれかに対する凸部４１ｔｄの係
脱により、処置具３１の先端の位置決めを行うと示したが、これに限らず、案内部本体２
２の空間２２ｉに臨む内周面に長手方向Ｎに沿った複数の溝が設けられ、該溝のいずれか
にスライダ４１の外表面４１ｇに設けられた凸部が係脱自在な構成においても、上述した
本実施の形態と同様の効果を得ることができる。
【００８６】
　さらに、溝と凸部との係脱に限らず、既知のラチェット機構を用いても、上述した本実
施の形態と同様の効果を得ることができる。
【００８７】
　また、上述した第２～第４実施の形態の構成に限定されず、案内部本体２２にスライダ
４１を着脱する構成は、図９～図１２に示す構成等が考えられる。
【００８８】
　尚、図９～図１２に示す構成においても、スライダ４１～４４の構造は、スライダ４１
を例に挙げて説明し、処置具３１～３４の構造は、処置具３１を例に挙げて説明する。よ
って、スライダ４１の構造は、スライダ４２～４４の構造にも適用され、処置具３１の構
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造は、処置具３２～３４の構造にも適用される。
【００８９】
　図９は、図８の第２の係合部が、スリットと該スリットに形成された複数の凸部から構
成された変形例を、処置具挿通具の一部及び処置具操作部が取り付けられた処置具の一部
とともに示す図である。
【００９０】
　図９に示すように、案内部本体２２に設けられる第２の係合部は、長手方向Ｎに沿って
延出するスリット２２ｓと、該スリット２２ｓに長手方向Ｎに沿って形成された複数の凸
部２２ｔとから構成されていても構わない。
【００９１】
　このような構成によれば、スリット２２ｓに突起４１ｔが嵌入された際、スライダ４１
の突起４１ｔに設けられた凸部４１ｔｄが、いずれか１つの凸部２２ｔを乗り越える度に
、処置具３１の先端の位置決めを容易に行うことができる。即ち、処置具３１の進退量を
定量的に制御することができる。
【００９２】
　図１０は、図８の第２の係合部が、スリットと該スリットに形成された１つの凸部から
構成された変形例を、処置具挿通具の一部及び処置具操作部が取り付けられた処置具の一
部とともに示す図である。
【００９３】
　図１０に示すように、案内部本体２２に設けられる第２の係合部は、長手方向Ｎに沿っ
て延出するスリット２２ｓと、該スリット２２ｓに形成された１つの凸部２２ｄとから構
成されていても構わない。また、図１０においては、スライダ４１自体に凸部４１ｄが設
けられている。
【００９４】
　このような構成によれば、スリット２２ｓに突起４１ｔが嵌入された際、凸部４１ｄが
凸部２２ｄを乗り越えると、案内部本体２２に対するスライダ４４の装着、固定構成を容
易に実現することができる。
【００９５】
　図１１は、図８のスリットの形状の変形例を、処置具挿通具の一部とともに示す図、図
１２は、図１１のスリットに嵌入自在なスライダの突起の形状の変形例を示す図である。
【００９６】
　図１１に示すように、案内部本体２２に形成されるスリット２２ｓは、大径のスリット
２２ｓｆと、該スリット２２ｓｆの基端に連続するとともに、案内部本体２２の基端まで
形成された小径のスリット２２ｓｇとから構成されていても構わない。
【００９７】
　また、図１２に示すように、スリット２２ｓに嵌入自在な突起４１ｔは、小径の軸４１
ｔｄと、該小径の軸４１ｔｄの上端に連続する大径の軸４１ｔｅとから伸縮自在に構成さ
れていても構わない。
【００９８】
　このような構成によれば、案内部本体２２に対してスライダ４１を装着する際は、案内
部本体２２に後方から、小径のスリット２２ｓｇに対して、突起４１ｔを持ち上げて小径
の軸４１ｔｄを通過させ、小径の軸４１ｔｄが大径のスリット２２ｓｆに嵌入した後、突
起４１ｔを押し下げれば、大径のスリット２２ｓａの先端２２ｓｆ１、基端２２ｓｆ２と
の間において、大径の軸４１ｔｅ及び小径の軸４１ｔｄが前後に移動自在となる。
【００９９】
　このような構成によっても、長手方向Ｎに沿った大径のスリット２２ｓｆ内における大
径の軸４１ｔｅ及び小径の軸４１ｔｄの移動操作に伴い、意図せずスリット２２ｓから突
起４１ｔが抜けてしまうことを確実に防ぐことができる。
【０１００】
　尚、上述した第１～第４実施の形態においては、挿入機器は、内視鏡１を例に挙げて示
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したが、これに限らず、内視鏡以外の処置具挿通路を具備する挿入機器にも適用可能であ
ることは云うまでもない。
【０１０１】
　また、上述した第１～第４実施の形態においては、チューブ２１の他端は、挿通口１０
ｂに接続されていると示したが、これに限らず、チューブ２１が挿入部２の外周に固定さ
れることにより、処置具３１～３４のいずれかを直接被検体内にチューブ２１が案内する
構成であっても良いことは勿論である。
【符号の説明】
【０１０２】
　１…内視鏡（挿入機器）
　２…挿入部
　２ｚ…挿入部の被検体外に位置する部位
　１０…処置具挿通路
　２０…処置具挿通具
　２１…チューブ（処置具案内部）
　２２…案内部本体
　２２ｍ…溝（第２の係合部）
　２２ｐ…案内部本体の挿通口
　２２ｓ…スリット（第２の係合部）
　２２ｓ１…第１のスリット
　２２ｓ２…第２のスリット
　２２ｓ３…第１のスリット
　３１～３４…処置具
　４１～４４…スライダ（処置具操作部）
　４１ｇ…処置具操作部の外表面
　４１ｔ～４４ｔ…突起（第１の係合部）
　４１ｔｄ…突起
　５０…膜
　５０ｈ…孔
　Ｎ…長手方向
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